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川崎市貸切自動車条例 新旧対照表

改正案 現行

第１条～第３条 略

第４条 運賃及び料金について、前２条の規定により算出した運賃及び料

金を合算した額に１００分の１０８を乗ずるものとする。この場合にお

いて、乗じて得た額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。

第５条～第７条 略

   附 則（平成  年  月  日条例第  号）

 （施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正後の条例（以下「新条例」という。）第４条の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支払われる運賃について

適用し、施行日前に支払われた運賃については、なお従前の例による。

３ 新条例第４条の規定は、施行日以後に運送を終了するものに係る料金

について適用し、施行日前に運送を終了したものに係る料金について

は、なお従前の例による。

第１条～第３条 略

第４条 運賃及び料金について、前２条の規定により算出した運賃及び料

金を合算した額に１００分の１０５を乗ずるものとする。この場合にお

いて、乗じて得た額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。

第５条～第７条 略



消費税率の引き上げに伴う貸切バスの運賃等の改定について 

＜制度概要＞（道路運送法第３条第１号ロ）

貸切バス事業とは、契約によりバスを貸し切って旅客を
輸送する事業

乗合バス事業とは異なり、認可された個々の路線・系統を
運行するという制限などがないことから、多様化するお客
様のニーズに柔軟に対応することが可能

＜事業許可＞（道路運送法第４条第１項）

国土交通大臣の許可が必要

＜運賃・料金の届出＞（道路運送法第９条の２第１項）

国土交通省地方運輸局長に、運賃・料金（以下「運賃等」
という）の上限額と下限額の届出が必要

各地方運輸局長は、運賃等の上限額と下限額を公示 
公示額については、地域の経済情勢や事業者の経営状況を
勘案したもので、各事業者はその幅の中で弾力的に運賃等
の額を設定 

・ 関東運輸局長が公示した額
大型バス運賃（税抜）２時間 上限額 ２５,０８０円 

下限額 １６,３６０円 
＜運賃等の種類等＞
・運賃 ： 利用時間によって逓増する時間制運賃

走行距離によって逓増するキロ制運賃等
・料金 ： 深夜早朝の運行に適用される深夜早朝運行料金 

車両を待機させた場合に適用される待機料金等 
・運賃割引制度 ： 学校団体２割引、福祉団体３割引

＜標準運賃＞ 

各事業者は、地方運輸局長に届け出た上限額から下限額の
範囲内で標準運賃を設定し、事業を実施

標準運賃は、一般的には、時間制運賃で設定（通常、最小
単位２時間で設定）

１ 貸切バス事業の制度概要 

＜本市貸切バス事業＞ ※現在、路線バス仕様の車両で事業を実施

一般貸切輸送 小中学校の社会科見学や町内会等のイベント輸送などで 
短時間、近距離の運行が中心 

競輪輸送   川崎競輪場への来場者の輸送（臨港バスと共同実施） 

＜事業許可＞ 

平成１７年１月２０日 事業許可 （平成１７年３月１日 事業開始） 

＜運賃等の設定状況＞ 

平成１７年１月２８日付けで関東運輸局長に運賃等の上限額と下限額を届出 
川崎市貸切自動車条例では、関東運輸局長が公示した額と同額で運賃等の上
限額（税抜）を規定し、さらに算定した運賃等に１００分の１０５を乗ずる
ものと規定
同条例施行規程では、条例と同額の上限額と関東運輸局長が公示した同額の
下限額（税抜）を規定し､さらに算定した運賃等に１００分の１０５を乗ずる
ものと規定 

・ 大型バス運賃（税抜） ２時間 上限額   ２５,０８０円 
               下限額   １６,３６０円 
標準運賃は時間制運賃とし、規程の上限額と下限額の範囲内で設定

・ 大型バス運賃（税込） ２時間 標準運賃額 １８,０００円

＜消費税率引き上げに伴う運賃等の改定＞ 

今回の消費税率引き上げについて、消費税の単純転嫁のみを実施
条例、規程ともに、運賃等に乗ずる「１００分の１０５」を「１００分の
１０８」に改正
標準運賃額（税込）は、消費税率引き上げ相当分を転嫁した改定を予定

・ 大型バス運賃（税込）
現行 ２時間 １８,０００円 以降、１時間当たり９,０００円
改定 ２時間 １８,５００円 以降、１時間当たり９,２００円

＜参考＞ 大型バスの時間制運賃での標準運賃額（税込）
利用時間 現行 改定予定額

２時間 １８,０００円 １８,５００円

３時間 ２７,０００円 ２７,７００円

４時間 ３６,０００円 ３６,９００円

５時間 ４５,０００円 ４６,１００円

６時間 ５４,０００円 ５５,３００円

改定実施年月日 平成２６年４月１日（予定）

２ 本市貸切バス事業と消費税率引き上げに伴う運賃等の改定 



時間・キロ選択制運賃

上限額 下限額

～100km 670円 440円 

101km～300km 540円 350円 

301km～ 390円 260円 

～100km 580円 380円 

101km～300km 480円 320円 

301km～ 350円 230円 

～100km 480円 320円 

101km～300km 380円 250円 

301km～ 300円 200円 

12,540円 8,180円 

10,580円 6,900円 

9,090円 5,930円 

～100km

101km～

～100km

101km～

～100km

101km～ 162円 
小型車

※ 川崎市貸切自動車条例施行規程で定めている。
  (平成１７年１月２８日付けで国土交通省関東運輸局長に届出)

 深夜早朝運行料金（1時間当たり）

315円 

回送料金
（1km当たり）

286円 

229円 

229円 

大型車

中型車

小型車

大型車

中型車

 時間待機料金（1時間当たり）

 宿泊待機料金（1泊当たり）

 航送料金（1時間当たり）

運賃の種類

　　一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金表（税抜）

2,858円 

5,715円 

24,762円 

料

金

料金の種類

キロ制運賃
（1km当たり）

時間制運賃
（1時間当たり）

大　型　車

中　型　車

小　型　車

運

賃

5,715円 

334円 

金額

参考資料２
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改正後の川崎市貸切自動車条例（案） 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、本市の貸切自動車(道路運送法(昭和 26 年法律第 183

号)第 3 条第 1 号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する

自動車をいう。以下同じ。)の運賃及び料金について必要な事項を定める

ものとする。 

(運賃及び料金) 

第 2 条 貸切自動車の運賃は、次の表に定める運賃の額の範囲内において

交通局長が定める。 

運賃の種類 運賃の額 

時間制運賃 2 時間以内の場合 1 車につき 25,080 円

2 時間を超え 12 時間以内の場合 1 車 1 時間

につき 

12,540 円

キロ制運賃 100 キロメートル以内の部分 1 車 1 キロメ

ートルにつき 

670 円

100 キロメートルを超え 300 キロメートル

以内の部分 1 車 1 キロメートルにつき 

540 円

300 キロメートルを超える部分 1 車 1 キロ

メートルにつき 

390 円

2 貸切自動車の料金は、次の表に定める料金の額の範囲内において交通局

長が定める。 

料金の種類 料金の額 

深夜早朝運送料金 深夜早朝運送(午後 10 時から翌日

の午前 5 時までの間における運送

をいう。)1 車 1 時間につき 

3,000 円

時間待機料金 1 車 1 時間につき 6,000 円

宿泊待機料金 1 車 1 泊につき 26,000 円

航送料金 1 車 1 時間につき 6,000 円

回送料金(回送距離が

20 キロメートルを超え

る場合に限る。) 

20 キロメートルを超え 100 キロメ

ートル以内の部分 1 車 1 キロメー

トルにつき 

350 円

100 キロメートルを超える部分 1 車

1 キロメートルにつき 

330 円

3 前 2 項に規定する運賃及び料金の適用並びにその計算方法は、交通局長

が定める。 

第 3 条 交通局長は、必要があると認めるときは、3 割以内で運賃を割り

引くことができる。 

参考資料３ 
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第 4 条 運賃及び料金について、前 2 条の規定により算定した運賃及び料

金を合算した額に 100 分の 108 を乗ずるものとする。この場合において、

乗じて得た額に 1 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。 

(運賃及び料金の支払い) 

第 5 条 運賃及び料金は、申込みのとき支払うものとする。ただし、交通

局長が別に定める場合は、後払いとすることができる。 

(運賃及び料金の払戻し) 

第 6 条 既に支払われた運賃及び料金は、払戻しをしない。ただし、交通

局長が別に定める場合は、その全部又は一部の払戻しをすることができ

る。 

(委任) 

第 7 条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項

は、交通局長が定める。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

2 改正後の条例（以下「新条例」という。）第４条の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に支払われる運賃について適用し、施行日前に支払われ

た運賃については、なお従前の例による。 

3 新条例第４条の規定は、施行日以後に運送を終了するものに係る料金について適用

し、施行日前に運送を終了したものに係る料金については、なお従前の例による。 


